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項 目 進捗率

＜基幹インフラ関係＞

・海岸対策

全体計画数 677地区

76%着工 （68%（H27.3））

19%完了 （16%（H27.3））
※ 97%地元調整済

・復興道路、復興支援道路
計画済延長 570km※

97%着工 （94%（H27.1））

41%完了 （39%（H27.1））

・港湾
被災した港湾施設 131箇所

98%完了 （96%（H27.1））

・鉄道
被災した路線延長 2,330.1km

93%完了 （91%（H27.1））

＜住宅再建・まちづくり関係＞

・災害公営住宅
計画戸数 29,997戸（29,820戸※1）

97%用地確保済み （88%（H27.1））

49%完了 （19%（H27.1））

・防災集団移転促進事業
計画数 334地区

99%着工 （95%（H27.1））

70%完了 （36%（H27.1））

■主な事業の５年間の進捗率（H28.1末時点）

出典：復興庁「公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況」等

１．復旧・復興の進捗状況
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※ 事業中区間と供用済区間の合計

※ ＪＲ大船渡線のＢＲＴによる本格
復旧分を含む

※1 （）内の数値は帰還者向け
災害公営住宅を除いた戸数

※ 進捗率には、帰還者向け災害
公営住宅の計画を含んで いない。

※ 供給計画は「住まいの復興工程表」
（H27.9末時点）による。

※ 供給計画は「住まいの復興工程表」
（H27.9末時点）による。



項 目
指標名

進捗率
項 目
指標名

進捗率 項 目
指標名

進捗率 項 目
指標名

進捗率

※１ 海岸対策については、H27.3末時点から、復旧のみならず復興も含めた指標とした。「復旧」とは、災害復旧事業により行う復
旧工事のこと。「復興」とは、社会資本整備総合交付金又は農山漁村地域整備交付金により行う整備工事のこと。

※２ 「通常処理に移行した処理場」とは、被災前と同程度の放流水質まで処理が実施可能となった処理場である。これらの中に
は、一部の水処理施設や汚泥処理施設は未だ本復旧工事中のものもある。

※３ 防災集団移転促進事業や災害公営住宅のみにより宅地供給される地区を含む。
※４ 宅地の一部を使用収益開始した地区、保留地の一部を引渡した地区を計上。

※ 福島県の避難指示解除準備区域等については、原則除いている。
※ 各指標の母数については、事業の進捗に応じ変更されているものもある。

本復旧・復興工事に着
工した地区海岸、本復
旧・復興工事が完了し
た地区海岸の割合

19%
（完了）

76%
（着工）

※帰還困難区域及び居住制限区
域を除き、避難指示解除準備
区域を含む。

■海岸対策※１

■河川対策
（直轄区間）

本復旧工事が完了
した河川管理施設
（直轄管理区間）の
割合

0% 50% 100%

100%

■河川対策
（県・市町村管理区間）

本復旧工事が完了
した河川管理施設
（県・市町村管理区
間）の割合

0% 50% 100%

89%

■下水道

通常処理に移行した
下水処理場※２の割合

0% 50% 100%

99%

■交通網（道路）
（直轄区間）

本復旧が完了した
道路開通延長の割合

0% 50% 100%

99%

■交通網（道路）
（県・市町村管理区間）

本復旧が完了した
道路路線数の割合

0% 50% 100%

90%

■交通網（道路）
（復興道路・復興支援道路）

復興道路・復興支援
道路の着工率

復興道路・復興支援
道路の整備率 0% 50% 100%

41%
（完了）

97%
（着工）

■交通網（鉄道）

運行を再開した
鉄道路線延長の割合

0% 50% 100%

93%

■交通網（港湾）

本復旧工事に着工した、

及び本復旧工事が完
了した復旧工程計画に
定められた港湾施設の
割合

※供給計画は「住まいの復興工
程表」（H27.9末時点）による。

■災害公営住宅

■復興まちづくり
（防災集団移転促進事業)

事業計画の同意地区※数
造成工事の着工数
造成工事の完了数
の割合

※災害公営住宅のみにより
宅地供給される地区を含む

※供給計画は「住まいの復興工
程表」（H27.9末時点）による。

【地区ベース】 100%
（同意）

【戸数ベース】

■復興まちづくり
（土地区画整理事業※３）

事業認可済の地区数
造成工事の着工数
宅地の引渡開始地区※４数
造成工事の完了数
の割合

※供給計画は「住まいの復興工
程表」（H27.9末時点）による。

【地区ベース】

4%（完了）
48%

（宅地引渡）
100%

（事業化・着工）

【戸数ベース】

■復興まちづくり
（津波復興拠点整備事業）

工事に着手した地区数
事業認可した地区数
の割合

88%（着工）

96%
（認可）

■復興まちづくり
（造成宅地の滑動崩落防止）

対策工事に着工した
地区数、
対策工事が完了した
地区数 の割合

92（完了）

100%
（着工）

0% 50% 100% 0% 50% 100%

98%（完了）

100%
（着工）

0% 50% 100%

99%
（着工）70%（完了）

0% 50% 100%

99%（着工）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

100%（着工）8%（完了）

0% 50% 100%

0% 50% 100%

※進捗率には、帰還者向け災害
公営住宅の計画を含んでいない。

57%（完了）

※旧北上川（本復旧工事完了済）
で実施中の地震・津波対策は、
H３０年度の完成予定

災害公営住宅の
用地確保が完了した戸数
建築工事に着手した戸数
建築工事が完了した戸数

の割合

0% 50% 100%

49%
（工事完了）

77%
（工事着手）

97%
（用地確保）

（参考）公共インフラの本格復旧・復興の進捗状況（H28.1末時点）
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※JR大船渡線のBRTによる本格

復旧分を含む



○被災地の早期復興のリーディングプロジェクトである復興道路・復興支援道路の早期完成を目指す。

・ H30年度に釜石が東北道の花巻と高速道路で接続、 H31年度に三陸沿岸道路の仙台から釜石が延長の約9割開通

○ＪＲ常磐線等の早期の全線復旧に向けた取組みが着実に進むよう、 引き続き関係者間で緊密に連携。

○ H30年度に小名浜港の国際物流ターミナル整備を完成させる等、復興の加速化の拠点となる港湾施設の整備を行う。

この１年間に講じてきた措置

○道路などの基幹インフラについてはこの１年間概ね順調に進捗し、着実に復旧・整備を推進した。

○引き続き工程表に基づきインフラの復旧・整備を着実に推進する。

（道路）

○常磐道 全線開通（H２７.３.１）

※原発事故による避難者に対する高速道路の無料措置については、
H２９.３.３１までの１年間延長を決定。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（鉄道）

○ＪＲ山田線（宮古～釜石駅間）の三陸鉄道への運営移管について、

関係者間で合意し （H２７.２.６）、復旧工事に着手 （H２７.３.７）

○ＪＲ常磐線、平成３１年度末までの全線開通を目指すことを公表（H２８.３.１０）

○ＪＲ石巻線、全線運転再開（H２７.３.２１）
○ＪＲ仙石線、全線運転再開（H２７.５.３０）

○ＪＲ大船渡線・気仙沼線沿線自治体首長会議を開催（H２７.６.５、 H２７.７.２４、 H２７.１２.２５）

今後講じていく主な措置

常磐道（浪江IC～常磐富岡IC）

○都南川目道路（H２８.３.１２ 開通予定）、仙塩道路（H２８.３.２７ ４車線化予定）、登米志津川道路（H２８.４.１６ 開通予定）
○ＪＲ常磐線 原ノ町～小高間（H２８年春までに開通予定）
○大船渡港 湾口防波堤（H２８年度完成予定）

主なスケジュール
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２．基幹インフラの復旧・復興 （概要）

沿線自治体首長会議

仙塩道路（仙台港北IC～多賀城IC間）
（H27.11現在）

たがじょう
至 八戸

至 仙台

仙石線（石巻駅）



○東日本大震災において直轄国道、高速道路等が大きな被害を受けたものの、概ね復旧完了。

○また、復興・復興支援道路については、事業促進ＰＰＰの活用等により早期整備を推進。

現状と課題
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○復興道路・復興支援道路の整備

－仙台松島道路(6.8km) ：H27. 3.30 4車線開通

－矢本石巻道路(14.4km)：H27. 3.31 4車線開通

－吉浜道路(3.6km)     ：H27.11.29 開通

－遠野～宮守(9.0km)   ：H27.12. 5 開通

○常磐自動車道

－全線開通：H27.3.1

－大熊IC、双葉IC：H27.6.12 事業化

○その他、直轄国道の復旧を実施。

この１年に講じてきた措置

吉浜道路 開通式

至 釜石

至 八戸

至 仙台

２－１．道路

○常磐自動車道の４車線化

－いわき中央～広野、山元～岩沼

○復興道路・復興支援道路の整備

－都南川目道路(2.6km) ：H28.3.12

－仙塩道路(7.8km) ：H28.3.27 4車線化

－登米志津川道路(2.0km) ：H28.4.16

その他路線についてもH28年度以降の開通に向け引き続き整備

○その他、直轄国道の復旧を引き続き実施。

今後講じていく措置

登米志津川道路
と め と う わ し づ が わ

至 仙台

至 八戸

せんえん

と な ん か わ め

と よ ま し づ が わ

◆ 復興・復興支援道路、常磐自動車道位置図

宮古盛岡横断道路
一般国道106号

都南川目道路 2.6km

三陸沿岸道路

三陸沿岸道路
一般国道45号

矢本石巻道路 14.4km（4車線化）

【宮城県道路公社】
仙台松島道路 6.8km（4車線化）

三陸沿岸道路
一般国道45号

仙塩道路 7.8km（4車線化）

供 用 中

事 業 中

３次補正新規箇所

調 査 中

H23年11月補正新規箇所

H25年度 5月新規箇所

H26年度開通区間

H27年度開通区間

今後の開通予定区間

東北横断自動車道路釜石秋田線
遠野～宮守 9km

三陸沿岸道路
一般国道45号

登米志津川道路 2.0km

三陸沿岸道路
一般国道45号

吉浜道路 3.6km

（登米東和IC～（仮）志津川IC間）
（H27.11現在）

① H30年度に釜石が東北道の花巻と高速
道路で接続

② H30年度に相馬福島道路の相馬から霊山
までが開通（延長45ｋｍのうち34ｋｍ）

③ H31年度に三陸沿岸道路の仙台から釜石
が約9割開通（延長178ｋｍのうち158ｋｍ）

①

③

仙台

霊山

②

常磐自動車道（4車線化）
山元～岩沼 14km東北中央自動車道

常磐自動車道（4車線化）
いわき中央～広野 27km

いわき

ちゅうおう ひろの やまもと いわぬま

常磐自動車道
H27.3.1
全線開通



○ＪＲ山田線
ＪＲ山田線（宮古～釜石間）の三陸鉄道への
運営移管について、ＪＲ東日本と地元自治体等
が合意（Ｈ２７．２．６）し、復旧工事に着手（Ｈ２７．３．７）。

○ＪＲ気仙沼線及び大船渡線
ＪＲ大船渡線・気仙沼線の復旧方針をハイレベルで協議するため、
国土交通副大臣を座長とする沿線自治体首長会議を設置。

第２回会議(Ｈ２７．７．２４）において、ＪＲ東日本から、ＢＲＴによる
本格復旧の提案があり、提案について各自治体が検討。

第３回会議(Ｈ２７．１２．２５）において、大船渡線については、BRT
による本格復旧で合意、気仙沼線については、南三陸町と登米市は
BRTによる本格復旧で合意、気仙沼市は引き続き議論を継続する
こととなった。

○ＪＲ常磐線
国土交通副大臣を座長とし、関係省庁や沿線自治体等で構成する「浜通り
の復興に向けたJR常磐線復旧促進協議会」を開催（Ｈ２７．３．２７、
Ｈ２８．２．２３）し、今後の除染・復旧工事に向けた課題等について議論。

その結果、開通時期が明らかとなっていなかった浪江～富岡間について、
３１年度末までの開通を目指し、これにより、JR常磐線を全線開通させる
こととした（H２８．３．１０公表）。

○ＪＲ山田線については、平成２７年３月７日に復旧工事に着手。

○ＪＲ大船渡線については、 BRTによる本格復旧で合意、ＪＲ気仙沼線については、南三陸町と登米市はBRTによる本格復旧で合意、気仙
沼市は引き続き議論を継続。

○ＪＲ常磐線原ノ町～竜田間については、住民帰還の動向等を踏まえつつ、復旧工事等の方法について検討が必要。

現状と課題

ＪＲ山田線着工式

この１年に講じてきた措置

○ＪＲ山田線
現在、ＪＲ東日本が平成３０年度末を目指して復旧工事中。
早期の運転再開に向けて、復旧工事が着実に進むよう、引
き続き関係者間で緊密に連携。

○ＪＲ気仙沼線
気仙沼市において、ＪＲ東日本との協議を継続。

○ＪＲ常磐線
引き続き関係者間で緊密に連携し、平成３１年度末までの全
線開通に向けて取り組む。

今後講じていく措置

２－２．鉄道
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浜通りの復興に向けたＪＲ常磐線

復旧促進協議会
ＪＲ大船渡線・三陸鉄道 盛駅

○JR石巻線、仙石線
・石巻線（浦宿～女川） Ｈ２７．３．２１ 運転再開
・仙石線（高城町～陸前小野） Ｈ２７．５．３０ 運転再開



・ＪＲ常磐線（浜吉田～相馬）

浜吉田～相馬間：平成28年12月末までに運転再開
そうまはまよしだ

はまよしだ そうま

【帰還困難区域を含む区間】

・浪江～富岡間は、 平成31年度末までの開通を目指す※３

② 全線復旧に向けた取組を加速

・ＪＲ常磐線（原ノ町～竜田間）

【避難指示解除準備区域等】

・原ノ町～小高間は、平成28年春までに開通 ※１

・小高～浪江間は、遅くとも２年後（平成29年春）の開通

を目指す ※１

・竜田～富岡間は、平成29年内の開通を目指す ※２

はらのまち たつた

はらのまち

なみえ

とみおかたつた

なみえ とみおか

・ＪＲ大船渡線（盛～気仙沼間）

・ＪＲ気仙沼線（気仙沼～柳津間）

国土交通副大臣を座長とする第３回沿線自治体首長会議
（H27.12）において、大船渡線については、BRTによる本格復
旧の受け入れで合意、気仙沼線については、南三陸町と登米
市はBRTによる本格復旧受け入れで合意、気仙沼市は引き続
き議論を継続することとなった

・ＪＲ山田線（宮古～釜石間）

ＪＲ東日本からの地元自治体等に対する、ＪＲ山田線の

三陸鉄道への運営移管の提案について、平成27年2月

に合意。3月より復旧工事に着手し、平成30年度末を目

指して復旧工事を進めている

① まちづくりと一体となった復旧方策を検討
みやこ かまいし

さかり けせんぬま

けせんぬま やないづ

おだか

おだか

国土交通副大臣を座長とする「浜通りの復興に向けたＪ

Ｒ常磐線復旧促進協議会」において、早期復旧に向けた

諸課題について、必要な検討・調整等を行っているところ

広野
ひろの

久慈

盛岡

宮古

一ノ関

気仙沼

さかり

盛

こごた

小牛田

あおば通

仙台

花巻

やないづ

柳津

大槌

陸中山田

釜石

大船渡

陸中野田

小本

りくぜんたかた

陸前高田

わたり

亘理

新地

坂元

相馬

原ノ町

竜田

田野畑
おもと

吉浜
よしはま

女
川

渡
波

石
巻

まえやち

前谷地

陸
前
小
野

高城町

浜吉田

ＪＲ石巻線
平成27年3月21日
全線運転再開

三陸鉄道
平成26年４月全線運転再開

ＪＲ大船渡線

ＪＲ気仙沼線

ＪＲ仙石線
平成27年5月30日
全線運転再開

ＪＲ常磐線

※竜田～広野間
平成26年6月1日運転再開

浦
宿

福島第一原発
帰還困難区域等

かまいし

おおつち

りくちゅうやまだ

みやこ

もりおか

りくちゅうのだ

く じ

はまよしだ

さかもと

しんち

はらのまち

そうま

たつた

せんだい

たかぎまち

お
な
が
わ

う
ら
し
ゅ
く

り
く
ぜ
ん
お
の

けせんぬま

いちのせき

浪江

富岡

なみえ

とみおか

たのはた

ＪＲ山田線

おおふなと

岩沼
いわぬま

い
し
の
ま
き

わ
た
の
は

本吉
もとよし

ＪＲ常磐線

※浜吉田～相馬間
平成28年12月末までに運転再開

（参考）東日本大震災等により被災した鉄道路線の復旧に向けた取組

7平成３１年度末までの全線開通を目指す（平成２８年３月１０日公表）

※１ 「ＪＲ常磐線の全線開通に向けた見通し等について」

（H２７.３.１０）

※２ 第３回浜通りの復興に向けたＪＲ常磐線復旧促進協議会(H２８.２.２３)
においてＪＲ東日本より報告

※３ 「ＪＲ常磐線の全線開通の見通しについて」（H２８.３.１０）



（参考）ＪＲ常磐線（避難指示区域内）の開通の見通し

ＪＲ常磐線

磐越東線

浪江町

楢葉町

いわき市

６

末続

久ノ浜

南相馬市

広野IC

浪江

磐城太田

竜田

木戸

浪江IC

南相馬IC

広野町

富岡町

大熊町

６

いわき四倉IC

富岡

双葉

小高

桃内

出典：国土地理院

夜ノ森

出典：国土地理院

至 上野

広野

20km圏

常磐富岡IC

原ノ町

線路流出

駅舎流出

橋梁落下

橋脚損傷

橋脚損傷

大野

双葉町

至 仙台

至 上野

福島第一原発
帰還困難区域等

仙台

わたり

亘理

坂元

相馬

原ノ町

広野

浜吉田

新地

ＪＲ常磐線

はまよしだ

さかもと

しんち

はらのまち

そうま

ひろの

せんだい

岩沼
いわぬま

浪江

富岡

なみえ

とみおか

竜田
たつた

山下
やました

宮城県

福島県

駒ヶ嶺
こまがみね

平成２８年１２月末
までに運転再開

うえの

運行中

休止中

『２０１６年（平成２８年）春までに開通』※１

開通の見通し

平成２６年６月１日に運転再開済

原ノ町～小高

小高～浪江

浪江～富岡

富岡～竜田

竜田～広野

ＪＲ常磐線

『遅くとも２年後（平成２９年春）
の開通を目指す』※１

※１ 「ＪＲ常磐線の全線開通に向けた見通し等について」（H２７.３.１０）

8

※２ 「ＪＲ常磐線の全線開通の見通しについて」（H２８.３.１０）

※３ 第３回浜通りの復興に向けたＪＲ常磐線復旧促進協議会（H２８.２.２３） において
JR東日本より報告

２０１９年度（平成３１年度）末までの
開通を目指す※２

２０１７年（平成２９年）内の開通を目指す※３



○被災した海岸の復旧事業 （５０１地区海岸） と復興事業 （１７６地区海岸） をあわせた６７７地区海岸のうち、完
成は１２６地区海岸（１９％）だが、 ６５６地区海岸 （９７％） で工事に着手（完成を含む）または工事着手に向け
た準備段階であり、海岸堤防等の復旧・復興は着実に進展している。（H２８.１末時点）

○県・市町村施工区間についても、速やかに復旧・復興が進むよう最大限の支援を実施。

○未着工となっている区間についても、海岸管理者である県等に丁寧に対応いただき、背後のまち
づくり計画等との調整を図り、早期の着工・完了を目指す。

現状と課題

○国施工区間（代行区間含む）では、復旧・復興を支える上で
不可欠な仙台空港等重要施設の前面の区間等、約３６キロ
（約９割）について施工を完了。（H２８.１末）

仙台湾南部海岸完成（H28.3.5開催）

状 況 平成２８年１月末

工事着手済み
５１４地区海岸（７６％）

※うち１２６地区海岸（１９％）で完成

工事着手に向けた設計、
用地手続き中等

１４２地区海岸（２１％）

背後のまちづくり計画や
他事業との調整中等

２１地区海岸（３％）

※国土交通省及び農林水産省所管海岸
※復旧・復興箇所の合計（同一地区海岸で復旧事業と復興事業を実施している場合は重複

してカウント）
※県からの聞き取りによる

２－３．海岸

9

○県・市町村施工区間では、海岸管理者が地元に対する説明
会等を重ね、地元住民の理解を得て順次工事着手。

今後講じていく措置

この１年に講じてきた措置

仙台海岸（深沼南工区）

山元海岸（中浜工区）



・八戸港 外港地区 防波堤

２－４．港湾

○産業・物流上、特に重要な港湾施設については、３施設を残し平成２６年度末に復旧工事を完了した。
○残る釜石港、大船渡港の湾口防波堤、相馬港の沖防波堤の復旧を計画的に推進している。
○さらに、経済復興の礎となる岸壁・防波堤等の整備を推進している。

現状と課題

釜石港及び大船渡港の湾口防波堤、相馬港の沖防波堤
について、大船渡港は平成２８年度、釜石港及び相馬港は
平成２９年度完了を目指し、復旧工事を推進していく。復

旧

事

業

○産業物流上、特に重要な港湾施設の復旧
産業物流上、特に重要な131の港湾施設のうち、残る釜石港
及び大船渡港の湾口防波堤、相馬港の沖防波堤の３施設に
ついて、着実に復旧事業を進めた。

今後講じていく措置この１年に講じてきた措置

被災地港湾において岸壁･防波堤等の港湾施設
の整備を行った。

引き続き、復興の加速化の拠点となる港湾施設の
整備を行う。

・相馬港 4号ふ頭地区
航路・泊地（水深14m）

・仙台塩釜港 仙台港区
中野地区 岸壁（水深14m）

・茨城港 常陸那珂港区
中央ふ頭地区 岸壁（水深12m）

復

興

事

業 ・小名浜港 東港地区 岸壁（水深18m）

・久慈港 湾口地区 防波堤

岸壁(水深18m)岸壁(水深12m)

茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区
国際物流ターミナル整備事業

小名浜港東港地区
国際物流ターミナル整備事業
(H30年度完成予定) 10

平成27年8月 相馬港沖防波堤全景
H28.2 釜石港湾口防波堤ケーソン据付状況

等

(主な事業)
(主な事業： H27年度完成予定)

H27.8 相馬港沖防波堤全景

釜石港

大船渡港

相馬港



３．住宅再建・復興まちづくり （概要）

（主な完成・供給状況）

○災害公営住宅の完成状況
（岩手、宮城、福島等８県）

H28.1末までに14,446戸完成済み

○民間住宅等用宅地の供給状況
H28.1末までに6,534戸供給済み

（※「東日本大震災被災者向け災害公営住宅及び
民間住宅等用宅地の供給状況」による）

○「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の継続
標準建設費に関し、特殊な条件下での特例加算の限度額を廃止して
いる措置について、適用の具体事例を関係地方公共団体に周知

○公営住宅の標準建設費の見直し
○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制を強化
○大規模な地区や事業期間が比較的長期となる地区の実情に応じた支援
○防災集団移転促進事業の移転元地の利活用の促進
○資材・人材のマッチングサポートの展開
○国営追悼・祈念施設（仮称）の基本計画策定、基本設計等を実施。

○「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」を継続し、引き続き発注・入札、工事実施、工事後の各段階での対応を的確化。
○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制の確保
○高台移転については、引き続き、復興庁と連携し、進捗に応じた適切な計画の見直しや移転元地の利活用など、地区ごとの実情に応じた

きめ細かな支援を実施。
○今後本格化する民間住宅の再建については、人材・資材の動向などを注視し、安定的な施工確保のため必要な支援を行う。

○国営追悼・祈念施設（仮称）について、平成32年度末を目途に整備を行う。

○住宅再建・復興まちづくりについては、被災者に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、
平成２５年３月より「住まいの復興工程表」を復興庁が策定し、これを定期的に改訂。引き続き、工程表に
基づき事業を着実に推進。

○今後本格化する民間住宅の再建については、人材・資材の動向などを注視し、安定的な施工確保に努める。

○災害公営住宅の完成見込み（岩手、宮城、福島等８県）
H28.春までに約1.7万戸
H29.春までに約2.5万戸 11

○民間住宅等用宅地の供給見込み
H28.春までに約9千戸
H29.春までに約1.4万戸

この１年間に講じてきた措置

今後講じていく主な措置

主な完成・供給予定 （※「住まいの復興工程表」（H27.9末時点）による）



（参考）住まいの復興工程表について（H27.9末現在）

２．民間住宅等用宅地の整備に係る進捗状況

（宅地供給時期・累計） （単位・戸）

１．災害公営住宅の整備に係る進捗状況

・岩手県では、H28年度までに概ね5,100戸（概ね９割）、H29年度までに概ね5,300戸（概ね９割）が工事終了の見込み
・宮城県では、H28年度までに概ね13,900戸（概ね９割）、H29年度までに概ね15,100戸（概ね９割）が工事終了の見込み
・福島県では、H28年度までに概ね6,200戸、H29年度までに概ね7,700戸が工事終了の見込み

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度以降 （調整中） 計

岩手県
（進捗率）

118
（2%）

574
（10%）

1,525
（26%）

3,391
（59%）

5,074
（88%）

5,346
（93%）

5,771
（100%）

（0）
5,771

（100%）

宮城県
（進捗率）

50
（0%）

1,343
（8%）

5,288
（33%）

9,927
（62%）

13,909
（87%）

15,094
（95%）

15,279
（96%）

（645）
15,924
（100%）

福島県

津波・地震
（進捗率）

80
（3%）

357
（13%）

1,617
（58%）

2,644
（94%）

2,797
（100%）

2,797
（100%）

2,797
（100%）

（14）
2,811

（100%）

原発避難者
（進捗率）

0
（0%）

0
（0%）

509
（10%）

1,255
（26%）

3,406
（70%）

4,890
（100%）

4,890
（100%）

（0）
4,890

（100%）

帰還者 - - - 0 8 58 58 （119） 177

（工事終了時期・累計） （単位・戸）

※ 整備計画の策定段階にあるもの等は「調整中」としている。
※ 福島県の帰還者向け災害公営住宅については、全体計画が未定であるため進捗率は示していない。

・岩手県では、H28年度までに概ね4,600戸（概ね6割）、H29年度までに概ね6,300戸（概ね8割）が供給される見込み
・宮城県では、H28年度までに概ね8,200戸（概ね8割）、H29年度までに概ね10,200戸（概ね9割）が供給される見込み
・福島県では、H28年度までに概ね1,300戸（概ね7割）、H29年度までに概ね1,800戸（概ね9割）が供給される見込み

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度以降 (調整中) 計

岩手県 2 247 1,013 3,119 4,645 6,282 8,064 (0) 8,064
(進捗率） (0%) (3%) (13%) (39%) (58%) (78%) (100%) (100%)
宮城県 85 353 2,209 5,278 8,220 10,192 10,420 (0) 10,420

(進捗率） (1%) (3%) (21%) (51%) (79%) (98%) (100%) (100%)
福島県 17 244 594 805 1,331 1,838 1,854 (0) 1,854

(進捗率） (1%) (13%) (32%) (43%) (72%) (99%) (100%) (100%)

12



３－１．災害公営住宅

○災害公営住宅の整備については、計画戸数約３万戸に対し、９割を超える用地を確保し、７割を超える建築工事に着工。
既に1.4万戸を超える住宅が完成しており、全体として県・市町村の計画に沿って着実に進捗。

○災害公営住宅の工事を確実・円滑に実施するため、「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」（H26.9 第4回復興加速化会議

取りまとめ）を展開。被災地の個別の実情を踏まえ、発注・入札段階、工事実施段階、工事後の精算段階等における的確な対応
策を導入・徹底するとともに、その実施状況のフォローアップを実施。

○「住まいの復興工程表」に基づく整備の推進
・引き続き、「住まいの復興工程表」に沿って事業を
着実に推進。

○ 「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の継続
・引き続き、 「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」
の徹底を図る。

○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制の確保

・福島県内の災害公営住宅整備の本格化に伴い、
平成２７年４月に強化した基盤整備や住宅建設の円滑
な推進のための体制を確保。

今後講じていく措置

現状と課題

○「住まいの復興工程表」に基づく整備の推進
• 住まいの復興工程表により被災者の方々に対し住宅再建等に
係る時期の目安を提示するとともに、これに基づく整備を推進。

○ 「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の継続
• 災害公営住宅の工事を確実・円滑に実施するため、
「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の徹底を図るととも
に、 実施状況のきめ細かなフォローアップを実施

○福島復興再生特別措置法の改正

• 福島復興再生特別措置法の改正により、帰還者向けの災害公
営住宅の整備を事業メニューに追加

○都市再生機構（ＵＲ）による現地支援体制を強化
• 413名（H27.3） ⇒ 446名（H28.2）

この１年に講じてきた措置
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防災集団移転促進事業等における再建支援

災害復興住宅融資

通常
金利

個人負担部分

５年 １０年０％

△約０．５％

Ｈ23
年度末

Ｈ24
年度末

Ｈ25
年度末

Ｈ26
年度末

Ｈ27
年度

（１月末まで）

5,287 10,323 14,103 16,827 18,466

災害復興住宅融資の
申請戸数（累計）

災害復興住宅融資（建設・購入）
基本融資額の融資金利引下げのイメージ

※ 単位：戸数

○被害を受けた住宅等の再建等を図ろうとする者に、
災害復興住宅融資について融資金利の引下げ等を実施

○自治体と地域の建設事業者や住宅金融支援機構が連携し、
被災者からの住宅再建の具体化に向けた相談への対応を強化

○自治体と連携し、防災集団移転事業等により造成された宅地の
分筆登記前に融資金を交付することで住宅着工の早期化を支援

○防災集団移転促進事業では造成した団地等における移転者の住宅再建を促進するため
引き続き以下の取組を実施
・住宅建設・土地購入のための借入金に係る利子相当額の補助（※）
・住居の移転費用の補助（※）
・宅地を借地として提供することによる初期費用の低減

○防災集団移転促進事業等の面整備事業による宅地供給は最盛期
⇒被災者による住宅再建も最盛期。

14○被災者の住宅の自力再建に向けた各種支援施策を着実に推進する。

資材・人材のマッチングサポート

○被災三県の「地域型復興住宅推進協議会」が、建築主に対し工務店の情報提供をするとともに、工務店に対し
人材紹介や資材調達の支援を行い、円滑な工事を支援している。

※がけ地近接等危険住宅移転事業において同様の支援をしている。

３－２．民間住宅の自力再建

現状と課題

今後講じていく措置

この１年に講じてきた措置

※民間住宅等用宅地：防災集団移転促進事業、
土地区画整理事業、
漁業集落防災機能強化事業

※住まいの復興工程表（平成27年9月末現在）による

防災集団移転促進事業の
造成完了戸数（累計）

※ 単位：戸数

Ｈ24年度末 Ｈ25年度末 Ｈ26年度末
Ｈ27年度

（1月末まで）

102 751 3,396 5,447

104

740

2,972

5,386
4,994

4,116

2,026

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30以降

民間住宅等用宅地の年度別造成完了戸数（見込み）
実績 見込み

（戸）



今後講じていく措置

現状と課題

この１年に講じてきた措置

○機動的な計画の見直し
・事業の進捗や住民意向の変化に応じた事業計画の見直しを促進。

○宅地引渡しの円滑化
・造成した宅地を引き渡す際の地盤に関する情報提供等を促進。

○移転元地の利活用の促進
・防災集団移転促進事業により取得した土地の有効活用に資する譲渡
の円滑化

・復興庁と連携し、移転元地を利用する事業のために土地交換を行った
地権者に対して登録免許税を免税（H２８年度税制改正）

○防災集団移転促進事業及び土地区画整理事業は、ほぼすべての地区において工事に着手済み。
防災集団移転促進事業については、７割の地区で宅地の造成を完了。

○工事の進捗状況や住民意向の変化など、地区ごとの実情に応じたきめ細かな支援により、住まいの復興工程表に基づく着実な
事業の実施を図っている。

○地区の実情に応じたきめ細かな支援
・引き続き、復興庁と連携し、進捗に応じた適切な計画の見直しや移転元地の利活用など、地区ごとの実情に応じたきめ細かな

支援を実施。

○実情に応じた事業の着実な推進の支援
・住宅供給戸数が多いなど大規模な地区や事業期間が比較的長期
となる地区について、復興・創生期間内における早期の事業完了
に向け、復興庁とも連携し、地区ごとの実情に応じた支援を実施。

15

計画見直しの例（岩手県陸前高田市 高田地区・今泉地区）

・事業進捗と共に変化し、高台住宅希望の住民が減少
・高台整備に伴う大量の切土により、事業費が過大

高台住宅を約9.9ha縮小し、事業費を約540億円縮減

当初計画案<H25.2> 現計画<H27.8>
高台住宅面積 ３３．１ha 23.2ha<▲9.9ha>

事業費 約1,673億円 約1,133億円＜▲540億円＞

３－３．防災集団移転促進事業、土地区画整理事業



造成工事進捗状況の例

防災集団移転促進事業 【宮城県岩沼市玉浦西地区】

岩沼市玉浦西地区（H２７.７）

・H25.12

造成工事一部完了
（35戸）

・H26.4
造成工事全完了
（123戸）

民間住宅等用宅地：全158戸

（参考）復興まちづくりの進捗状況（H28.1末現在）

【被災３県の状況】

○防災集団移転促進事業及び土地区画整理事業については、全ての地区で法定手続きが完了。
○工事着手済みは、防災集団移転促進事業が３２８地区（９９％）、土地区画整理事業が５０地区（１００％）。
○造成工事完了は、防災集団移転促進事業が２３２地区（７０％）、土地区画整理事業が２地区（４％）となっている。

全体地区数 法定手続き済 工事着手済注2） 造成完了

防災集団移転
促進事業

332地区注1） 大臣同意 332地区（100％） 329地区（99％）注3） 233地区（70％）

土地区画整理事業 50地区注1） 都市計画決定 50地区（100％）
事業認可 50地区（100％）

50地区（100％） 2地区（4％）

注1）住まいの復興工程表に基づく面整備事業を行う地区数（災害公営住宅のみの地区を含む）
注2）工事発注（設計付き工事発注を含む）済の地区数
注3）このほか、茨城県北茨城市の２地区において実施し、整備完了済

40
75 119

170

290 302 309 322 323 326 328 328 328 329

5 6 8 13 25 56 76
100 119

167
195

220 232 233

0
50

100
150
200
250
300
350

防災集団移転促進事業の着工・完了地区数の推移

着工

完了
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・H27.7
まち開き

全体計画
地区数３３２



■花渕浜笹山地区（宮城県七ヶ浜町）

■新蛇田地区（宮城県石巻市）

（参考）完成した民間住宅等用宅地

■高田地区（岩手県陸前高田市）

完成した
高台住宅地

○被災３県で２０，３３８戸（岩手県 ８，０６４戸 宮城県 １０，４２０戸 福島県 １，８５４戸）の民間住宅等用宅地を計画
○平成２８年１月末までに６，５３４戸（約３割）供給済み、平成２８年３月末までに約９千戸（約４割）供給見込み

（※「住まいの復興工程表」及び「東日本大震災被災者向け災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況」による）

調整池災害公営
災害公営

災害公営

災害公営

防 集 団 地

H26年供給エリア

H27年供給エリア
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■東矢本駅北地区（宮城県東松島市）

（提供：七ヶ浜町 H28.2撮影）

（提供：東松島市 H27.10撮影）

災害公営

災害公営

防集団地

防集団地

（提供：石巻市 H27.12撮影）

（提供：陸前高田市 H27.11撮影）

土地区画整理事業により、中心市
街地をかさ上げし、高台に住宅地
を整備
平成27年11月に一部の高台住宅
地（92画地）が完成

防災集団移転促進事業により、丘陵地に高台の住宅地を整備
平成27年3月にすべての宅地が完成（128区画）

防災集団移転事業の移転先団地と災害
公営住宅敷地の造成を土地区画整理
事業により整備
平成26年より宅地供給が開始され、平
成27年9月までに278画地が完成

防災集団移転事業の移転先団地
と災害公営住宅敷地の造成を土
地区画整理事業により整備
平成27年9月に完成
（民間住宅用宅地273区画）



（参考）各地区におけるまちびらき

■女川町中心部地区（宮城県女川町）
女川町中心部の土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業よりかさ上げ
をした区域において、JR女川駅が再開（H27.3.21)、被災した地元商店等（27
店舗）が入る商業施設がオープン（H27.12.23）にあわせ、まちびらきを開催。

女川駅舎から商店街を望む女川駅開業 H27.3.21

女川港

プ ロ ム ナ ー ド

自立再建
予定事業者

女川駅・
ゆぽっぽ

(H27.3.21開業)

復興まちづくり区域

商業施設オープン当日のにぎわいとまちびらきイベント H27.12.23

■田老地区（岩手県宮古市）

土地区画整理事業
民間宅地：１８０戸
災害公営： ４０戸

防災集団移転促進事業
民間宅地：１６１戸
災害公営： ７１戸

防潮堤
第一線堤

防潮堤
第二線堤

国道45号

旧田老町の中心市街地において、防災集団移転促進事業により、住宅地を高台へ
移転。浸水被害のあった市街地では、土地区画整理事業により、一部の土地を嵩
上げし、住宅地、産業用地等の集約化を実施。
昨秋、高台等の完成を記念し、まちびらき記念式を開催（H27.11.22）。

まちびらき記念式 H27.11.22 H27.8月 宮古市撮影

計画図

土地区画整理事業

防災集団移転促進事業

防潮堤
第一線堤

防潮堤
第二線堤

国道45号

女川町まちなか交流館
(H27.12.23 ｵｰﾌﾟﾝ)
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テナント型商業施設
シーパルピア女川
(H27.12.23 ｵｰﾌﾟﾝ)



都道府県名 市町村名 地区数 進捗段階

宮城県

石巻市 9地区
計画中・・・５地区
建築工事着工済み・・・３地区
完了・・・１地区

塩竃市 1地区 事業計画認可済み

名取市 1地区 都市計画決定済み

気仙沼市 5地区
計画中・・・２地区
建築工事着工済み・・・３地区

仙台市 1地区 完了

福島県
須賀川市 2地区

計画中・・・１件
建築工事着工済み・・・１件

いわき市 1地区 建築工事着工済み

■復興における市街地再開発事業等の動向
※復興交付金の支援を受ける地区

■市街地再開発事業地区事例（宮城県石巻市）

○津波により被害を受けた地区の恒久的な住まい、にぎわいのあ

る中心市街地を再生させるため、暮らしやすい市街地を整備。

【事業概要（中央三丁目1番地区）】

施行面積 ：約０．５ha

工事期間 ：H２６年度～ H ２７年度

（ H ２６.８建築着工）

（平成２８.１竣工）

施 行 者 ：組合施行

整備概要 ：共同住宅、商業施設等

（H2８.２末時点）

外観図

市街地再開発事業等実施地区数：２０地区

○被災地の限られた土地の有効利用を図りつつ、被災商店の再建や被災者の受け皿となる公的住宅等の一体的整備を推進する
ため、市街地再開発事業等を実施。事業実施主体へ除却費や共同施設整備費等を補助。

○平成２８年２月現在、１８地区において事業を実施中、 ２地区において事業完了となっている。
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３－４．被災地におけるまちづくりの取組（市街地再開発事業等）



○国営追悼・祈念施設（仮称）の基本設計等を実施。

○東日本大震災による犠牲者への追悼と鎮魂や、震災の記憶と教訓の後世への伝承とともに、国内外に向けた復興に対する

強い意志の発信のため、地方公共団体との連携のもと、岩手県陸前高田市（高田松原地区）及び宮城県石巻市（南浜地区）に

国営追悼・祈念施設（仮称）を設置することが平成２６年１０月３１日に閣議決定。

○平成２７年８月に、復興庁等により国営追悼・祈念施設（仮称）の基本計画が策定され、平成２７年度からは地方公共団体が整備

する復興祈念公園の中に、国が中核的施設となる丘や広場等（数ha程度）の整備を推進。

○平成２７年１月、岩手県陸前高田市の道の駅「高田松原」を重点「道の駅」に選定。津波で被災したタピック４５（旧道の駅）の遺構

を保存しつつ、国営追悼・祈念施設（仮称）や復興祈念公園と一体となって、震災伝承・地域振興の核として再生。

○平成２８年度に、国営追悼・祈念施設（仮称）の実施設計等を行い、平成３２年度末を目途に整備を行う予定。

今後講じていく措置

現状と課題

この１年に講じてきた措置
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岩手県陸前高田市（高田松原地区） 宮城県石巻市（南浜地区）

国営追悼・祈念施設（仮称）
※国が中核的施設となる丘や広場等を整備

地方公共団体が整備する復興祈念公園

※区域はイメージであり、検討中

タピック45（旧道の駅）

道の駅「高田松原」（再整備）

奇跡の一本松

３－５．国営追悼・祈念施設（仮称）



○収用手続の迅速化
平成２６年度に講じた用地取得を短縮する収用手続等の加速化措置により、この１年間も引き続いて事業認定手続・収用裁決手続期間が短縮。

○予定価格の適切な設定
実勢価格を反映した公共工事設計労務単価の４回目の引上げ、
実態調査に基づく負担増の状況を反映した適切な積算（復興係数による間接工事費の補正等）の実施。

○資材等の確保
公共プラントによる供給等による生コン供給体制の強化
（直轄整備：宮古、釜石 県整備：石巻、気仙沼)

○公共建築工事の施工確保
「災害公営住宅 工事確実実施プログラム」の活用（標準建設費の見直し、共通仮設費の適正化等）、
「営繕積算方式」の普及・促進、「公共建築相談窓口」における個別事案への丁寧な対応

○ i-Constructionの積極的な活用
「i-Construction」を復興事業においても積極的に活用。

○これまでに発出した収用手続に関する通知等の内容が適切に活用されているかフォローアップを実施するとともに、被災地において、今後生じる用
地取得に当たっての課題について、地方公共団体等と連携しつつ迅速に対応。

○施工確保対策については、引き続き各地の現場の状況をきめ細かく注視し、地域の実情にあった復興の加速化に向け、必要な対策を機動的に
講じる。

○基幹インフラの整備、住宅再建・復興まちづくりの推進に当たり、用地取得が復興の隘路となっていたことか
ら、復興事業において、用地取得を飛躍的に短縮する収用手続等の加速化措置を講じてきた。

○累次にわたり打ち出してきた施工確保対策が奏功し、入札不調は総じて落ち着いてきている。一度不調に
なった工事についても、二度目以降の発注で契約に至っており、積み残しは出ていない。

○今後も引き続き各地の現場の状況をきめ細かく注視するとともに、必要な対策を機動的に講じていく。

今後講じていく主な措置

この１年間に講じてきた措置

４．用地取得の迅速化、施工確保対策 （概要）

21

国交省仮設プラント（岩手県釜石市）



（参考） 復興加速化会議

場所：被災地（仙台市）
構成メンバー：国交省（大臣、（副大臣、政務官）、関係局長、東北地整局長）

その他国の機関（復興庁、経済産業省、農林水産省の出先機関）
自治体首長（宮城県、岩手県、福島県、仙台市）
業界団体（東北建設業協会連合会、日建連東北支部、全国生コン工組連合会東北地区本部 等）

■これまでの会議開催状況と主な打ち出し：

第1回 H25.3.3
・三陸沿岸道路に供給する生コンプラントを2地区において国が設置することを表明

第2回 H25.10.7
・第一回で表明した生コンプラントを平成26年9月に稼働させる方針を表明

第3回 H26.2.1
・土木工事の予定価格算出にあたり、被災3県において間接費の割り増しを行う復興係数の

導入を表明

第4回 H26.9.27
・災害公営住宅の整備が計画より遅れないようにするため「工事確実実施プログラム」の

導入を表明

第5回 H27.1.31
・通常４月に実施している公共工事設計労務単価の改訂を2月に前倒しで実施することを表明

第6回 H27.12.19
・i-Constructionを東北で先進的に進めるため、「東北震災復興i-Construction(ICT)連絡会議」

の設置を表明
・復興係数のＨ２８年度継続を表明

社会資本整備のあらゆるプロセス
にICT等を導入して生産性を高め
る「 「 i-Construction」を復興事業
でも積極的に活用すべく、 「 東北

震災復興i-Construction(ICT)連絡
会議」を設置し、産学官での情報
共有を図る。
平成28年2月1日に第1回開催。

東北震災復興i-Construction
(ICT)連絡会議
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○復興をさらに加速させるため、発注機関・事業者団体双方の代表が参加し、現状と今後の対応について
認識を共有する会議



今後講じていく措置

この１年に講じてきた主な措置

４－１．用地取得の迅速化

○収用手続については、復興特区法改正法の施行（Ｈ26.5）に当たって、事業認定及び裁決手続の迅速化、緊急使用の活用等のための留意事項等に
ついて通知を発出し、また、起業者が不明裁決の申請をする際に必要となる権利者調査のプロセスを整理したガイドラインを起業者・収用委員会に
対して明示する等の取組の結果、この１年間も引き続いて事業認定手続や収用裁決手続の期間が短縮されている。

○これまでに発出した収用手続に関する通知等の内容が適切に活用されているかフォローアップを実施するとともに、被災地において、今後生じる
用地取得に当たっての課題について、地方公共団体等と連携しつつ迅速に対応。

現状と課題

○被災地における用地取得の遅れについては解決に向かっており、引き続き迅速に手続を進めていく。
○所有者不明等により取得が難航している土地については、財産管理制度や不明裁決等の土地収用制度の活用を図る。

事業名（仮称含む） 事業認定申請日 告示日 期間 収用裁決申請日 裁決日 期間 不明裁決 緊急使用

○国直轄事業

【岩手】 三陸縦貫自動車道（三陸～山田南）
・釜石花巻道路（釜石～遠野）

H26.6.17 H26.7.28 41日間 ①H26.11.4
②H27.2.23

①手続中
②H27.7.7 134日間 ○

【宮城】 三陸縦貫自動車道（志津川～歌津）
（※ 収用裁決全６件中、一部を省略）

三陸縦貫自動車道（歌津～大谷）
一級河川鳴瀬川河口部改修工事
一級河川阿武隈川河口部改修工事

H25.3.26

H26.9.9
H26.11.18
H27.2.3

H25.5.7

H26.10.21
H27.1.15
H27.3.20

42日間

42日間
58日間
45日間

①H26.10.30
②H26.11.13
③H27.7.23
④H27.7.23
H27.10.21
H27.3.31
H27.12.4

①H27.4.28
②H27.6.8
③H27.12.7
④H27.11.30
手続中
H27.10.5
手続中

180日間
207日間
137日間
130日間

188日間

○
○
○
○

【福島】 相馬福島道路（相馬～霊山） H27.2.2 H27.3.18 44日間

○県の復興事業

【岩手】 釜石市鵜住居地区 防潮堤事業

宮古市金浜地区 防潮堤事業

H25.6.28

H25.10.31

H25.8.19

H25.12.24

52日間

54日間

①H25.12.18
②H26.4.25
H26.12.3

①H26.6.5
②H26.9.8
H27.5.22

169日間
136日間
170日間

○
○
○ ○(1年間)

【宮城】 県道塩釜亘理線改築工事
気仙沼市鹿折川改修事業

H25.10.31
H26.3.25

H25.12.24
H26.5.14

54日間
50日間

H26.9.18 H27.2.23 158日間

※復興特区法施行後に事業認定又は収用裁決（緊急使用決定含む）がなされた主な事業を記載（H27末時点）。
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○災害公営住宅 工事確実実施プログラムの継続
・被災地の個別の実情を踏まえ、発注・入札段階、工事実施段階、工事後の精算段階等における的確な対応策を導入・徹底し、実施状況をきめ細かく把握
・標準建設費に関し、特殊な条件下での特例加算の限度額を廃止している措置について、適用の具体事例を関係地方公共団体に周知

○公営住宅整備に係る標準建設費の見直し
・公営住宅整備に係る標準建設費の引き上げ（H２７年度の主体附帯工事費は、H２６年度当初比１２％増）

○「営繕積算方式」の普及・促進／公共建築相談窓口における相談受付
・実勢価格や現場実態を的確に反映した適正な予定価格を設定するための積算手法（「営繕積算方式」等）の普及促進
・復興庁との連携により「公共建築相談窓口」において、発注準備段階からの相談（事前相談）の受け付けを周知（H２７.５）
・公共建築相談窓口において、１２６件の相談に対応（H２７.１～１２）

今後講じていく措置

現状と課題

４－２．施工確保対策

公
共
建
築
工
事
の

施
工
確
保

資
材
等
の

確
保
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○これまで累次にわたり施工確保対策を打ち出し、不調率は総じて低下してきている。

○いったん不調になった工事についても、再発注時にロットの大型化などの工夫を行う

ことでほぼ契約に至っており、積み残しは出ていない。

○引き続き現場の状況をきめ細かく注視し、今後も施工確保のために必要な対策をしっかりと講じていく。

○実勢価格を反映した公共工事設計労務単価の設定
・公共事業の執行にさらに万全を期すため、一昨年、昨年に引き続き、平成28.２に前倒して改訂。（被災三県における単価引上げ措置を継続）

○実態調査に基づく負担増の状況を反映した適切な積算
・土工とコンクリート工における復興歩掛の設定
・復興係数による間接工事費の補正

この１年に講じてきた措置

予
定
価
格
の

適
切
な
設
定
等

※近年の公共工事設計労務単価の伸率
H25 H26.2 H27.2 H28.2 （H24比）

全 国：+15.1% → +7.1% → +4.2% → +4.9% （+34.7%）
被災三県：+21.0% → +8.4% → +6.3% → +7.8% （+50.3%）

○資材需給情報の共有を通じた建設資材の確保及び官民協力による生コン供給体制の強化
・建設資材対策東北地方連絡会や各県地域分会における資材需給情報の共有（H28.1末現在：４回 ※復興加速化会議を含む、地域分会は適時開催）
・公共プラント新設等による生コン供給体制の強化（直轄整備（宮古、釜石）H26.9稼働、宮城県整備（石巻、気仙沼）H26.5稼働）

H26年度 H27.4～H28.1
３県１市合計 ： ２０．２％ →  １６．１％

岩手県 ： １８．８％ → ９．９％
宮城県 ： ２０．８％ → ２１．７％
福島県 ： １８．８％ → １５．７％
仙台市 ： ２４．９％ → ２０．７％



（参考）災害公営住宅 工事確実実施プログラム

災害公営住宅 工事確実実施プログラム
継続して取組む対策＋さらなる導入・徹底を図る対策

●実勢に対応した予定価格の設定
• 適切な工期設定や実勢との乖離が認められ

る工種の見積活用

• 現場実態にあった共通仮設費の積上

• 見積活用と共通仮設の積上項目の明確化

• 共通仮設費及び現場管理費について、実態
把握のための調査を実施し、結果を踏まえ、
経費率等への反映を検討

• 県・市町村・ＵＲが見積情報を共有する体制
整備（ＵＲを核として実施）

●物価上昇等への的確な
対応

• 予定価格設定時から契約時
点、又は、その後の物価上昇に
対応するための設計変更やイン
フレスライド条項、精算等の適
切な対応

●上記の取組を市町村にも働きかけるとともに、取組情報の周知徹底による建設業者の受注環境整備

●資材・人材のマッチングサ
ポートの開始・展開

• 工事業者・現場間の資材調達・人材
確保の円滑化を図るための情報共有
システムと体制を整備

• 国において関係団体に協力要請

（岩手県、宮城県、福島県の３県で既に
開始）

入札・契約確実化 工事実施を確実化変化への対応を確実化

●プログラムの実施状況を把握（プログラムの実施状況を把握し、工事の確実な実施をフォローアップ）

●個別地区の課題に対し、きめ細かく対応（復興庁の「工事加速化支援隊」と連携 ）

●実勢に応じた補助金上限額の設定

●ＵＲによる現地支援

●事業手法・工法等を情報提供

●資材対策等の連絡体制

※公共建築工事における取組みと整合を取って
進める。
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○災害公営住宅の工事を確実・円滑に実施するため、被災地の個別の実情を踏まえ、発注・入札段階、工事
実施段階、工事後の精算段階等における的確な対応策を導入・徹底し、その実施状況をきめ細かく把握。



（参考）公共建築工事における『営繕積算方式』の普及・促進
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● 現場実態に合った共通仮設費の積上 ⇒（※１）
（共通費調査により被災地特有の実情を確認（※３））

● 適切な工期設定や市場価格との乖離が認められる工種

の見積活用 ⇒（※１）

● 物価上昇等への的確な対応 ⇒（※２）

● 共通仮設の積上げ項目の明確化
・設計図書等への条件明示、公開数量書に明記

（設計変更可能）

● 「見積活用方式」の適用の明確化

・入札説明書等に明記

『営繕積算方式』

積算の見える化

地方公共団体等への普及・促進

● ｢営繕積算方式活用マニュアル」を作成し、各種会議等で普及・促進
● 「公共建築相談窓口」において、個別事案の相談に丁寧に対応
● 積算情報（単価等）の共有
● 設計や建設業の各団体に周知

共通仮設費
(率：積上)

現場管理費 一般管理費等

◆標準積算(H26.4) ［100.0%］
【市場単価、標準的な共通仮設積上げ

（揚重機ｽﾎﾟｯﾄ、仮囲い、交通誘導警備員）】

(100.0%:100.0%)

100.0% 100.0%100.0%100.0%

143.0% 127.3% 113.9%

(117.8%:175.5%)

111.8%

134.1% 120.5% 110.5%

(113.4%:160.9%)

108.9%

直接工事費

《 積算例 》

◆(※1) 被災地状況を反映 ［111.0%］
【実勢単価（見積活用）＋共通仮設の積上げ
（揚重機月極調達等）＋工期連動（3ヶ月加算）】
※宮城県建設業協会資料より

◆(※2) 工期延期＋価格変動 ［114.6%］
【工期1ヶ月延長＋型枠、鉄筋加工10%上昇】

直轄工事（営繕工事）の積算手法を地方公共団体へ情報提供し、個別相談等に丁寧に対応
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(※３)共通費の調査

被災３県の共通費
（共通仮設費及び
現場管理費）の
実態調査を実施

個別事案の実状を勘案
した共通仮設費の適切
な積上げ※が重要
※例：揚重機（クレーン）

揚重機の費用が被災地
は被災地以外と比べ
高くなっている

○学校や庁舎等の公共建築工事を確実・円滑に実施するため、実勢価格や現場実態を的確に反映した
適正な予定価格を設定するための積算手法（営繕積算方式等）を普及・促進



○学校等の公共建築工事について、復興庁が収集した課題に対し、所管官庁は予算面、

国土交通省は技術面で支援する枠組みを構築。また、発注準備段階からの事前相談対応

を強化（平成２７年５月）

○平成２７年１月～１２月は、１２６件
※

の相談に対応（平成２６年１月～１２月は、１１５件）

○相談対応事案のうち、落札に至った事例

【岩手県大船渡市】越喜来小学校・こども園、 【宮城県山元町】山下第二小学校

○相談件数は増加、「公共建築相談窓口」の活用が定着。事業実施段階（設計積算・入札手続等）

の相談は減少 ※東北地方整備局管内

（参考）公共建築相談窓口における対応

相談内容 件数 割合

積算、設計及び入札手続き 38 (73) 30% （64%）

保全 26 (28) 21% （24%）

工事監理 2 (5) 2% （4%）

企画立案 53
(9) 

42%
（8%）

その他 7 5%

合計 126 （115） 100% （100%）

相談内容別内訳

0

20

40

60

80

100

120

140
（相談 延べ件数）

H27年（合計）

H26年（合計）
※(   )内は、H26年の件数及び割合

・ 事業実施段階（積算、設計・入札手続等）の相談は減少
・ 計画段階や事業完了後（企画立案・保全等）の相談が

増え多様化
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○平成２６年度における全国の入札不調は、前年度より落ち着いており、不調率は低下してきている。被災地に
おける入札不調も、総じて減少してきている。

○不調になった案件についても、再発注時に、ロットの大型化などの工夫や、実態を反映した予定価格の見直し
を行うことにより、ほぼ契約に至っており、着実に執行が進んでいる。

○不調率の低下は、公共工事設計労務単価の機動的見直しや、最新の施工実態等を踏まえた積算基準の見直
しなど、累次にわたり打ち出してきた施工確保対策が奏功しているものと考えられる。

7.6%

21.7%
18.5%

25.4%

18.8%
17.4%

6.8%

20.2%
18.8%

20.8%
18.8%

11.4%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

全国 被災３県＋仙台市 岩手県 宮城県 福島県

7.3%

21.3% 20.6% 21.4% 20.3%

13.2%

5.2%

16.1%

9.9%

20.7%

15.2%

8.7%

0.0%

10.0%

20.0%

全国 被災３県＋仙台市 岩手県 宮城県 福島県

都道府県工事における入札不調の状況（全工種 年度計）
■H25
■H26

(18.84%)

■H26
■H27

都道府県工事における入札不調の状況（全工種 ４月～１月）

▲0.8%

▲1.5% ▲4.6%

▲0.08%

▲2.1%

▲5.2%

▲10.7%

▲0.7%

▲5.1%

(18.76%)

（参考）入札不調の状況
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▲6.0%

▲4.5%

＜参考＞
直轄工事（全国）

＜参考＞
直轄工事（全国）



（参考）建設技能労働者過不足率と主要建設資材需給動向

【主要建設資材の需給動向】

【建設技能労働者過不足率（型わく工等主要６職種】

出典：労働需給調査（国土交通省）※正の数値が大きいほど、モニター業者の手持ち現場での労働者確保に係る不足感が強い（確保しようとしたときの提示条件での確保の可否を表す）

平成28年1月 平成27年1月 対増減比 直近のピーク

全国 0.4% 1.3% -0.9 4.1%(平成18年 9月）

東北 -0.2% 0.2% -0.4 3.7%（平成18年10月）
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H2
8.

1月

セメント 生コンクリート

骨材（砂） 骨材（砂利）

骨材（砕石） 骨材（再生砕石）

アスファルト合材（新材） 異形棒鋼

Ｈ形鋼 木材（製材）

木材（型枠用合板） 石油（軽油）

均 衡

ひっ迫
（不足）

緩和
（過剰）

やや
ひっ迫

2月

※数字は、モニターから得た回答「緩和」「やや緩和」「均衡」「ややひっ迫」「ひっ迫」を１～５点とし、全モニターの回答を平均したもの
出典：主要建設資材需給・価格動向調査（国土交通省）

【全 国】 【被災３県】

●東日本大震災(H23.3) ●東日本大震災(H23.3)

2月



この１年間に講じてきた措置

今後講じていく主な措置

○今後５年間で、海外の旅行会社などを、２千人規模で
東北に招いて、東北の魅力を大々的に海外に発信する。

○地域の路線バスや鉄道など交通機関のフリーパスに
ついて、外国語による情報提供を充実させるなど、
訪日外国人旅行者にとって使いやすいものにする。

○広域観光周遊ルートの形成を促進し、東北の自然、歴史文化
や食を探訪する旅を満喫できるようにする。

○東北地方における観光客数（宿泊者数）については、今なお震災前の状況に回復
しておらず、全国と比較して厳しい状況が続いている。

○今年を「東北観光復興元年」とし、関係機関や民間団体と連携し、施策を総動員
して観光復興に取り組む。これにより、東北６県の外国人宿泊者数を、２０２０年に
昨年（２０１５年）の３倍の１５０万人泊に押し上げる。

５．観光の復興 （概要）

○東北地域観光復興対策事業
太平洋沿岸部の各地域が行う滞在交流促進
のための体制づくり等に対して支援。

○広域観光周遊ルート形成促進事業
複数の県を跨って観光地をネットワーク化し、
インバウンド向けに磨き上げ。
（東北の「日本の奥の院・東北探訪ルート」を
含み、全国７ルートを認定）

○空間放射線量の海外発信

日本政府観光局（JNTO）ホームページにて、

空間放射線量の正確な情報発信を継続。

東北地方に関連する対策

震災語り部による観光客へ
の説明（岩手県陸前高田市）

○福島県における観光関連復興支援事業
福島県が行う風評被害対策及び観光復興のための
海外及び国内プロモーションや教育旅行再生などの
取組に対して補助。

○３省庁連携による教育旅行再生の取組
観光庁、復興庁、文部科学省が連携して都道府県
に対し、福島県への修学旅行の実施を呼びかける
通知を発出。

福島県に関連する対策

※H21年度：約71万人泊→H26年度：約35.1万人泊

教育旅行による被災地の
視察（福島県いわき市）

30

・訪日外国人が急増する中、東北地方では外国人の延べ宿泊者数は
ようやく震災前の水準を回復したところである。

・訪日外国人急増の効果を東北地方へ波及させるため、風評被害を
払拭し、東北地方の観光の潜在力を開花させ、観光復興を実現する。

東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業

H26 H27（速報値）

・全国　 161.7% 235.1%
・東北６県 70.1% 101.0%

（延べ外国人宿泊者数のH22年比）

H26 H27（速報値）

・全国　 107.9% 114.1%
・東北６県　 88.9% 86.7%
・福島県　　 83.2% 83.7%

（観光客中心の宿泊施設の延べ宿泊者数のH22年比）
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Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

全国 東北６県 岩手県・宮城県・福島県 岩手県 宮城県 福島県

○震災前の平成２２年比で全国が１１４．１％まで伸びているのに対し、東北６県においては８６．７％と厳しい状況
が続いている。

注）・従業員数１０人以上の宿泊施設を対象。
・観光客中心の宿泊施設とは、観光目的の宿泊者が５０％以上の宿泊施設をさす。
・H２７年は速報値。

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

全国

東北６県

岩手県・宮城県・福島県

福島県

岩手県

宮城県

（人泊）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
全国 184,081,850 170,403,830 180,614,930 192,603,520 198,660,410 210,104,940

東北６県 17,286,050 14,962,820 14,706,290 14,849,030 15,363,790 14,989,960
岩手県・宮城県・福島県 11,797,960 10,018,670 9,961,710 10,118,110 10,520,940 10,162,340
岩手県 2,653,410 2,485,980 2,657,000 2,517,800 2,497,980 2,258,820
宮城県 3,979,090 3,288,740 3,533,610 3,550,490 3,725,860 3,579,310
福島県 5,165,460 4,243,950 3,771,100 4,049,820 4,297,100 4,324,210

（参考） 観光客中心の宿泊施設における延べ宿泊者数（Ｈ２２年比）
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注）・従業員数１０人以上の宿泊施設を対象。
・H２７年は速報値。

出典：観光庁「宿泊旅行統計調査」

全国

東北６県

岩手県・宮城県・福島県

福島県

岩手県

宮城県

（人泊）

Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７
全国 26,023,000 17,015,780 23,822,510 31,242,220 42,072,820 61,176,500
東北６県 505,400 183,910 232,930 288,760 354,240 510,230
岩手県・宮城県・福島県 330,100 103,990 146,220 171,030 212,920 297,730
岩手県 83,440 32,140 42,790 61,330 73,220 97,940
宮城県 159,490 47,860 74,590 78,400 102,550 155,770
福島県 87,170 23,990 28,840 31,300 37,150 44,020

（参考） 東北地方における延べ外国人宿泊者数（Ｈ２２年比）
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○震災前の平成２２年比で全国が２３５．１％まで伸びているのに対し、福島県が５０．５％に留まっていることも
影響し、東北６県においては１０１．０％と、ようやく震災前の水準を回復したところである。



送客・交流拡大のための支援

（３）語り部データベース等を活用し、
滞在コンテンツや滞在プログラム
づくりへの支援

（１）東北観光サポーター運動を展開し、
交流会の開催など交流を拡大

（３）地域の復興プロセスに応じた送客
を促進し、復興に資するツアーの
造成を支援

震災の記憶の風化防止

（２）震災の記憶のＷＥＢで
の発信 等

観光復興のための地域体制づくり促進

（１）13エリアごとに観光復興に向けて
取り組む、自立した観光地域づくり
の体制を構築

（２）専門家の派遣や観光復興の先進事例
の提供等により、各地域の観光復興
を加速するための支援（地域の観光
資源を掘り起こすワークショップの
開催等）

復興及び風評払拭のための広報展開

（３）メディア媒体（タウン情報誌）等を
活用した広報展開

（２）企業等と連携したプロモーション

（１）ポータルサイト「東北物語」による
広報展開

滞在プログラム販売促進のた
めのパンフレット（イメージ）

震災語り部

ワークショップ

（１）震災学習プログラムを整理し、
教育旅行等の受入を促進

ポータルサイト「東北物語」

（２）多数の旅行会社等の取組と連携し、
東北への来訪を促進

東北観光サポーターと被災地域関係者の
交流会を開催 旅行会社等との連携

教育旅行プログラム
（三陸鉄道 震災学習列車）

（参考） 東北地域観光復興対策事業の事業内容
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名称・コンセプト

申請者（事業実施体制）

目標設定・成果把握

・ 名称 「日本の奥の院・東北探訪ルート」
“Exploration to the Deep North of Japan”

・ 副題 『もう一つの日本・東北 山の彼方の美しい四季と歴史文化、
食文化を探訪するルート』

・ コンセプト 色彩あざやかな四季を奏で、多くの文人を魅了してきた
美しい自然と風土が育んだ歴史文化と食を探訪する旅

・ 主な対象市場・ターゲット
台湾、香港、中国（上海・広州）、ASEAN、欧米、オーストラリア

・ 目標：観光入込客数、宿泊者数等において、平成29年度に
震災前の実績値を上回ること

・ 成果把握の方法：発表される観光関係統計数値

事業の概要

• 広域で取り組む主な事業
（１） 事業計画策定・マーケティング

● 海外の市場動向等を把握し、事業計画を策定
（２） 受入環境整備・交通アクセスの円滑化

● 外国人の現場調査により、必要な受入環境を洗い出し整備
（３） 滞在コンテンツの充実

● 既存滞在コンテンツの集約と検証
（４） 対象市場に向けた情報発信・プロモーション

● 既存コンテンツの集約と見直し。ルート形成に合った情報発信
とプロモーション

・ 会 長 東北観光推進機構会長 清野 智
・ 事務局 東北観光推進機構
・ 構成員 東北6県、新潟県、仙台市 ほか

対象地域の地図

広域観光拠点地区

：主要ゲートウェイ施設

主要広域観光ルート

広域観光促進地域

東京

⑦会津・喜多方・磐梯・大内宿

⑥蔵王・山寺⑯村上

⑧酒田・鶴岡・出羽三山（飛び地）

⑮鳴子

⑫由利・鳥海

⑪男鹿

⑨白神山地

①弘前

②八甲田・十和田・奥入瀬

③角館・田沢湖

④平泉
⑬釜石・遠野

⑭気仙沼

⑤仙台・松島

函館

⑩八幡平

骨太ルート

（参考） 「日本の奥の院・東北探訪ルート」形成計画概要
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○東北地方において、地域からの発案に基づき実施する、イ
ンバウンドを呼び込む取組を支援。

専門人材を地域へ派遣

インバウンド急増の効果を
被災地にも波及

地域資源を効果的に訴求

○東北地方の観光地としての魅力を海外に発信してイメージ
アップを図り、東北地域へのインバウンドを促進。

ラッピングバス（シンガポール）

ラッピング電車（バンコク）

タイムズスクエア広告
（ニューヨーク）

地下鉄駅広告（ドイツ）

○訪日外国人が急増する中、東北地方では、外国人の延べ宿泊者数がようやく震災前の水準を回復した
ところである。
（参考）ブロック別外国人延べ宿泊者数（H22年⇒H27年）（従業員数１０人以上の宿泊施設を対象）
・全国：2602万人⇒6118万人（＋135％）、東北：51万人⇒51万人

○訪日外国人急増の効果を東北地方にも波及させるため、風評被害を払拭し、東北地方の観光の潜在力を
開花させ、観光復興を実現する（H28年度に新たな交付金（東北観光復興対策交付金）を設け、更に推進）。

観光地域づくり（東北観光復興対策交付金） 訪日プロモーション（ＪＮＴＯ運営費交付金）

（参考） 東北地方へのインバウンド推進による観光復興事業
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